
 
 

 

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

令

和

七

年

五

月

二

十

三

日 
 

参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会 

 

  

政
府
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
の
教
訓
を
生
か
し
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
首
都
直
下
地
震
な
ど
の
大
規
模
地
震
や
激
甚

化
・
頻
発
化
す
る
気
象
災
害
の
発
生
に
備
え
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運

用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

災
害
関
連
死
を
防
ぐ
た
め
、
災
害
関
連
死
に
係
る
実
態
の
把
握
に
努
め
、
事
例
の
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
被
災
者
に
対

す
る
充
実
し
た
福
祉
的
支
援
及
び
ス
フ
ィ
ア
基
準
に
沿
っ
た
避
難
所
運
営
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

適
切
な
助
言
及
び
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
災
害
関
連
死
の
適
正
な
認
定
に
資
す
る
体
制
整
備
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体

に
対
し
、
災
害
関
連
死
の
認
定
に
係
る
審
査
会
等
の
設
置
を
促
す
こ
と
。 

 

二 

避
難
所
に
避
難
で
き
ず
、
自
宅
や
車
中
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
る
避
難
者
に
対
し
て
も
、
避
難
所
で
提
供
さ
れ
る
物
資

や
情
報
等
が
等
し
く
提
供
さ
れ
、
適
切
に
行
き
わ
た
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
適
宜
そ
の
運

用
状
況
を
把
握
し
、
必
要
な
対
応
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
災
害
時
に
福
祉
避
難
所
が
速
や
か
に
開
設
で
き
る
よ
う
、
適
切
な

施
設
の
指
定
及
び
協
定
の
締
結
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
避
難
所
を
必
要
と
す
る
被
災
者
の
受
入
れ
に
対
応
可
能
な
物

資
の
備
蓄
・
機
材
の
確
保
や
施
設
の
耐
震
化
に
向
け
た
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

災
害
時
に
お
け
る
福
祉
的
支
援
の
充
実
・
円
滑
化
を
図
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
を
始
め
と
し
た
特
に

配
慮
を
要
す
る
被
災
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
た
応
急
の
福
祉
的
支
援
が
行
き
わ
た
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四 

災
害
時
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
と
す
る
者
に
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、



ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
福
祉
施
設
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
が
回
復
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
関
係
府

省
が
連
携
し
必
要
な
支
援
を
継
続
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
回
復
に
向
け
た
応
援
派
遣
や

必
要
な
物
資
・
機
材
の
調
達
等
に
つ
い
て
、
災
害
発
生
前
か
ら
十
分
な
準
備
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
支
援
す
る
こ
と
。 

 

五 

災
害
時
に
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
）
へ
の
情
報
提
供
及
び
Ｄ

Ｗ
Ａ
Ｔ
間
の
情
報
連
携
の
た
め
に
必
要
な
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。 

 

六 

福
祉
関
係
者
に
対
す
る
従
事
命
令
の
発
出
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
福
祉
の
範
囲
が
広
範
に
わ
た
る
こ
と
に
鑑
み
、

緊
急
性
や
必
要
性
等
を
十
分
に
検
討
し
、
慎
重
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
知
事
等
に
適
切
な
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

七 

被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
登
録
制
度
に
つ
い
て
は
、
登
録
基
準
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
評
価
方
法
の
公
平
性
及
び
透

明
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
登
録
を
受
け
た
団
体
以
外
の
協
力
団
体
や
個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
促
進
に
向
け
た

施
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
登
録
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
団
体
の
役
職
員
が
、
被
災
者
及
び
支
援
者
に
対
し
て
暴
力
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
そ
の
他
不
適
切
な
行
為
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
教
育
・
訓
練
の
実
施
状
況
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
登
録
被

災
者
援
護
協
力
団
体
の
業
務
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
を
求
め
る
こ
と
。
ま
た
、
役
職
員
に
暴
力
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
そ
の
他
不
適
切
な
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
把
握
し
た
場
合
や
、
役
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
秘
密
保
持
義
務

に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
当
該
団
体
に
対
し
、
速
や
か
に
改
善
命
令
・
登
録
取
消
等
の
対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

九 

被
災
者
援
護
協
力
団
体
が
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
の
う
ち
、
「
心
身
の
障
害
に
よ
り
被
災
者
援
護
協
力
業

務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
等
で
障
害
者
団

体
が
被
災
障
害
者
の
支
援
活
動
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
障
害
者
差
別
解
消
法
と
の
整
合
性
を
確
保

し
、
心
身
に
障
害
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
一
律
に
排
除
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
府
令
を
定



め
る
過
程
に
お
い
て
、
障
害
者
団
体
の
意
見
を
積
極
的
に
聴
取
す
る
こ
と
。
ま
た
、
障
害
者
団
体
を
共
生
社
会
の
構
成
員
と

し
て
連
携
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十 

災
害
の
発
生
に
よ
り
施
設
又
は
設
備
に
被
害
が
生
じ
、
か
つ
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
応
急
措
置
の
実
施

が
困
難
と
な
る
事
態
を
想
定
し
、
平
時
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
等
と
連
携
す
る
と
と
も
に
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
被
災
地
の
状
況
を
把
握
し
、
躊
躇
せ
ず
応
急
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

障
害
者
、
高
齢
者
等
へ
の
実
効
性
の
高
い
避
難
支
援
に
向
け
て
、
各
市
町
村
に
お
け
る
避
難
行
動
要
支
援
者
に
対
す
る

個
別
避
難
計
画
の
策
定
が
進
む
よ
う
、
防
災
・
災
害
対
応
に
係
る
人
材
の
確
保
、
財
政
措
置
、
先
進
・
優
良
事
例
に
関
す
る

情
報
提
供
等
、
必
要
な
支
援
の
強
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
災
害
時
に
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
が
速
や
か
に
避
難
で

き
る
よ
う
、
各
市
町
村
に
対
し
、
避
難
先
や
福
祉
人
材
の
確
保
を
促
す
と
と
も
に
、
避
難
確
保
計
画
の
作
成
及
び
避
難
訓
練

の
実
施
等
に
係
る
優
良
事
例
の
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

十
二 

イ
ン
フ
ラ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
事
業
者
を
含
め
た
作
業
員
の
安
全
衛
生
確
保
の
強
化
及

び
周
囲
の
理
解
促
進
を
図
る
こ
と
。 

 

十
三 

液
状
化
に
よ
る
宅
地
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
、
液
状
化
対
策
の
周
知
・
啓
発
を
更
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に

よ
る
液
状
化
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
の
加
速
化
や
必
要
に
応
じ
た
更
新
の
実
施
に
向
け
、
助
言
及
び
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

十
四 

埼
玉
県
八
潮
市
に
お
け
る
道
路
陥
没
事
故
に
よ
り
、
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
問
題
が
改
め
て
顕
在
化
し
、
老
朽
化
対
策
が

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
自
然
災
害
が
激
甚
化
す
る
中
、
イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
の
進
行
に
よ
り
、
被
害
規
模
が
拡
大
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
抜
本
的
対
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
管
理
を
行
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
人
的
・

財
政
的
等
の
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 



十
五 

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
物
資
の
備
蓄
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
表
結
果
を
踏
ま
え
、
地
域
間
格
差
の
是
正
を
図
る

こ
と
。
ま
た
、
物
資
の
備
蓄
に
当
た
っ
て
は
、
女
性
や
高
齢
者
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
を
有
す
る
者
な
ど
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
可
能
な
物
資
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
同
様
の
取
組
が
な
さ
れ
る
よ
う
促
す
こ
と
。 

 

十
六 

防
災
、
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
意
思
決
定
の
場
及
び
防
災
・
危
機
管
理
部
局
等
の
防
災
現
場
へ
の
女
性
参
画
の
強
化
な

ど
、「
男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
の
防
災
・
復
興
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
や
「
避
難
生
活
に
お
け
る
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
に

向
け
た
取
組
指
針
」
に
沿
っ
た
取
組
を
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
取
組
の
進
捗
状
況
を
把
握
・
公
表

し
、
必
要
な
改
善
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
七 

気
候
変
動
に
伴
い
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
大
雨
・
大
雪
等
の
気
象
災
害
や
、
岩
手
県
大
船
渡
市
を
始
め
と
す
る
各
地
で

相
次
ぐ
林
野
火
災
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
災
害
救
助
や
消
防
活
動
、
避
難
所
環
境
な
ど
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
間
の

格
差
是
正
や
連
携
・
協
力
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
国
と
し
て
必
要
な
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


